
緊急開催 

 

第１弾 

時を買う！「ゼロゼロ融資金融支援」説明会のご案内 
 

2024年 5月 31日 

(一社)北海道中小企業家同友会 

しりべし・小樽支部 

事務局 TEL:0134-25-9191 
 

民間ゼロゼロ融資の資金繰り支援策が 6 月 30 日で終了することが見込まれて

います。この状況を踏まえ、借り換えを希望する中小企業の皆様に対する金融支援

について、北海道信用金庫の担当者をお迎えして、緊急説明会を下記の通り開催い

たします。資金繰りを安定させ、事業の立て直しを考える時間を作りましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ｚｏｏｍで参加する方は、当日下記ＩＤから入室してください 

https://us02web.zoom.us/j/81562531333?pwd=YrIeN9IRJk3ZunevZ2R2BYabSOyIt1.1 

ミーティング ID: 815 6253 1333 パスコード: 069300 

 

 

※お問い合わせは、同友会事務局 TEL:0134-25-9191までご連絡下さい。 

 ゼロゼロ融資金融支援説明会(6/6)出欠回答  締切：６/5     
 

ＦＡＸ：０１３４－２５－０７６５／  E-mail: otaru@hokkaido.doyu.jp 

 

□会場で出席（12名まで）  □ZOOMで出席  

 

会社名                お役職        お名前                

融資の概要については裏面をご参照ください 

 

  同友会事務所 または Ｚｏｏｍ 

無料 

場 所 

日  時 

参加費 

6 月 6 日 (木) 13:30～14:00 

説明：15分 質疑応答：15分 

 講師：北海道信用金庫小樽支店  

渉外担当調査役 狩野 心作 氏 

第２弾は同日の 14：30～日本政策金融公庫の制度についてお話いただきます。案

内は別途お知らせします。 

https://us02web.zoom.us/j/81562531333?pwd=YrIeN9IRJk3ZunevZ2R2BYabSOyIt1.1
mailto:otaru@hokkaido.doyu.jp


【国の伴走支援型特別保証制度に対応した北海道の融資制度】※令和5年1月に融資対象を拡充しました融資条件

制度名 中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金
経営環境変化対応貸付【認定企業】（伴走支援型）

融資対象

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定したもの
①セーフティネット保証４号（中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定）の認定を受けた
②セーフティネット保証５号（中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定）の認定を受けた
③最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少
④最近１か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算の売上高総利益
率と比較して５％以上減少

⑤直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して
５％以上減少

⑥最近１か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算の売上高営業
利益率と比較して５％以上減少

⑦直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較
して５％以上減少

資金使途
事業資金 （道制度融資の既往残高の借換えに要する資金も対象（※））

※新型コロナウイルス感染症対応資金いわゆるゼロゼロ融資の既往残高も対象
※道制度融資以外の既往残高は対象外

融資金額 １億円以内
融資期間 １０年以内（うち据置５年以内）

融資利率 [固定金利] ５年以内年１.０％ 10年以内年１.２％
[変動金利] 年１.０％（融資期間３年超に限る）

担保・償還方法 取扱金融機関の定めるところによります。

保証料率 ０.2％（通常保証料率0.85％）※融資対象①及び②の場合
０.2％～1.15％（通常保証料率0.45～2.20％）※融資対象③～⑦の場合

取扱期間 令和６年６月３０日まで

道では、中小企業者等の皆様の経営の安定を図るとともに、新型コロナウイルス感
染症の影響により積み上がった債務の返済に伴い、増加することが見込まれる借換
需要並びに事業再構築等の前向きな取組に対する資金需要に対応するため、国の
「伴走支援型特別保証制度」に対応した融資メニューをご用意しています。

民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のために
借換を希望する中小企業者に対する金融支援 のごあんない～ ～

伴走支援型特別保証制度のポイント

・金融機関との対話を通じて経営行動計画を策定し、金融機関が伴走的な支援を実施。
・保証料率は、国が一部を補助するため、中小企業者の負担は、0.2％もしくは0.2%～
1.15%（通常保証料率0.85%もしくは0.45%～2.20%）となる。
※ 経営者保証免除対応を適用する場合も、国の補助により0.2%又は0.2%～1.15%（通常保証料率1.05%もしくは0.65%～2.40%）となる。

・金融機関は、原則として５事業年度にわたり、四半期毎にフォローアップを実施。
・100％保証の既往残高を融資対象②～⑦で借り換える場合（既往残高の範囲内の額を借
り換える場合に限る）、100％保証での借換可。

・危機指定期間中のSN5号（80%保証）からの借換(既往残高の範囲内の額を借り換える場
合に限る)は、100%保証（融資対象①に限る）で借換可。

2024.4

※６月30日までに信用保証協会が保証申込を受け付けた
ものは、７月以降の融資実行も可能です。


